
持続化補助金・経営革新事業計画作成支援事業  

小規模事業者持続化補助金説明会 
3 月 13 日 (金 )14：00-16：00 18：00-20：00 ふじみ野市商工会館  参加費無料   

 

小規模事業者が補助率 2/3 上限５０万円を国から補助金としてもらえる制度です。  

補助制度概要や申請手続き・ポイントなど中小企業診断士が親切に解説します。 

小規模事業者とは卸・サービス・小売業従業員５人以下、その他業種は従業員２０人以下をさします。 

 

 

商工会は専門家と伴に申請サポートします 

小規模事業者でないと申請できません 

小規模事業者向けに小規模事業者持続化補助金が来年度も公募される見込みです。本補助金は、小

規模事業者が新たに事業活動をして一定の成果を目指す事業を補助する制度です。もし今、新たな事

業活動を実施する事をお考えの小規模事業者の方は是非この補助金をご活用頂きたいと思います。 

 

ふじみ野市商工会では１件でも多くの小規模事業者の皆様に本補助金をご活用頂きたいと考え申請  

サポート体制を整えました。本説明会を受講の上、申請にお取組み頂ければと考えています。 

また、本制度は創業者や過去に応募して採択された方でも改めて申請することができます。 

 

別日程で個別相談会を開催し専門家と職員で伴走支援を実施していきます。説明会を受講せずに相

談会だけお申込み頂くことも可能です（別紙参照）。この機会に是非商工会をご活用ください。  

 

 

〈概要〉 

令和 2 年 3 月 13 日 (金 ) ①１４：００～１６：００ ②１８：００～２０：００ 

ふじみ野市商工会館（ふじみ野市上福岡 1-5-14） 

講  師  中小企業診断士  渡辺政之先生  

内  容  ①小規模事業者持続化補助金概要説明  

     ②補助金申請の方法と採択のポイント 

     ③経営革新制度案内  

     ④商工会申請支援方法  

定  員  ５０名（先着順とし定員になり次第締め切ります） 

申込み ふじみ野市商工会へ裏面申込み書を FAX 又は E-MAIL にて 3 月 5 日 (木 )迄にご送信下さい 

 

２月１７日現在、補助金公募は公表されておりません。本状は昨年度の公募要綱を基に作成したものです。  

公募要綱発表後、内容に相違点があった場合はご容赦ください。  

 

<申込み問合せ>  

ふじみ野市商工会（中村・佐藤・高田）  

TEL049-261-3156 FAX049-261-3150   E-MAIL fujimino＠syokoukai.JP 



持続化補助金・経営革新事業計画作成支援事業  

小規模事業者持続化補助金説明会申込書 
 

 

 

 

 

◇申込み先◇ 

ふじみ野市商工会  

ＴＥＬ 049-261-3156  ＦＡＸ 049-261-3150 

E-MAIL fujimino@syokoukai.jp 

 

 

事業所名  

 

 

所在地  

〒 

 

TEL 

 

FAX 

 

 

参加者氏名  

  

参加時間  

いずれかに〇印をつけて下さい 
3/13(金 ) 14：00～    3/13(金 )18：00～ 

 


